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     発達障害者支援法の一部を改正する法律の公布等について 

（通知） 

 標記の法律が平成２８年６月３日付けの官報（号外第１２３号）で同年法律第６

４号として公布され，平成２８年８月１日から施行されます。 

 この法律は，障害者をめぐる国内外の動向，発達障害者支援法の施行の状況に鑑

み，発達障害者の支援の一層の充実を図るため，所要の規定の新設等を行うもので

あり，その内容及び新旧対照条文は，別紙１及び別紙２のとおりですが，特に御留

意いただきたい点は，下記のとおりです。 

ついては，所属の裁判官を始めとする職員に対し，上記法律が改正された旨及び

下記の留意点を周知してください。 

 おって，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から通知してください。 

記 

１ 司法手続における発達障害者に対する配慮に関する規定の新設について 

新設された第１２条の２では，司法手続において，発達障害者がその権利を円

滑に行使できるようにするため，個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手

段の確保のための配慮その他の適切な配慮を行う旨が定められています。ほぼ同



様の規定が障害者基本法２９条に定められていますが，同条では，「意思疎通の

手段を確保するよう配慮する」とされているのに対し，発達障害者支援法では，

「その他の適切な配慮」がさらに付加されている点が異なっています。 

発達障害者支援法において，「発達障害」とは，自閉症，アスペルガー症候群

その他の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性障害その他これに類する脳

機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するものと定義されてお

り，様々な類型の障害が含まれています。また，どのような能力につきどの程度

の障害があるかは，人によって様々であるとされています。さらに，発達障害は，

障害の困難さが目立つものの，優れた能力が発揮されている場合もあり，周りか

ら見てアンバランスな様子が理解されにくい障害であるともされています。 

このような発達障害の特性に御留意いただきつつ，新設された上記規定や，裁

判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を踏まえ，個

々の発達障害者の特性に応じた適切な配慮を検討・実施していただく必要があり

ます。 

２ 発達障害に関する理解を深めるための研修等の実施について 

改正法により第２３条が改正され，個々の発達障害者の特性に応じた支援を適

切に行うことができるよう発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保，養

成及び資質の向上を図るため，裁判に関する業務に従事する者に対し，個々の発

達障害の特性その他発達障害に関する理解を深め，及び専門性を高めるための研

修を実施することその他の必要な措置を講じる旨が定められました。 

司法研修所及び裁判所職員総合研修所において，上記規定の趣旨に沿った研修

が実施される予定ですが，各庁においても，上記１の発達障害の特性に御留意い

ただきつつ，実情に応じた研修や啓発等の必要な措置を実施していただく必要が

あります。 



  
 

一

 
 

 

発
達
障
害
者
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
九
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
「
に
発
達
支
援
を
行
う
」
の
下
に
「
と
と
も
に
、
切
れ
目
な
く
発
達
障
害
者
の
支
援
を
行
う
」
を
加
え
、
「
か
ん

が
み
」
を
「
鑑
み
、
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
基
本
的
な
理
念
に
の
っ
と
り
、
発
達
障
害
者
が

基
本
的
人
権
を
享
有
す
る
個
人
と
し
て
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
」
に
、

「
に
資
す
る
よ
う
」
を
「
の
た
め
の
」
に
、
「
そ
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
」
を
「
全
て
の
国
民
が
、
障
害
の
有
無
に
よ
っ

て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
を
有
す
る
た
め
に
」
を
「
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
発
達
障
害
及
び
社
会
的
障
壁
に
よ
り
」
に
、
「
者
を
」

を
「
も
の
を
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
発
達
障
害
の
」
を
「
個
々
の
発
達
障
害
者
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
社
会
的
障
壁
」
と
は
、
発
達
障
害
が
あ
る
者
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
障

壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他
一
切
の
も
の
を
い
う
。 

（別紙１）



 

  
 

二

 
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条
の
二 
発
達
障
害
者
の
支
援
は
、
全
て
の
発
達
障
害
者
が
社
会
参
加
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
及
び
ど
こ
で
誰
と
生

活
す
る
か
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
、
地
域
社
会
に
お
い
て
他
の
人
々
と
共
生
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ

と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

発
達
障
害
者
の
支
援
は
、
社
会
的
障
壁
の
除
去
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

発
達
障
害
者
の
支
援
は
、
個
々
の
発
達
障
害
者
の
性
別
、
年
齢
、
障
害
の
状
態
及
び
生
活
の
実
態
に
応
じ
て
、
か
つ
、
医

療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
相
互
の
緊
密
な
連
携
の
下
に
、
そ
の

意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
、
切
れ
目
な
く
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
、
前
条
の
基
本
理
念
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）

に
の
っ
と
り
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
地
方
公
共
団
体
は
」
の
下
に
「
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
」
を
、
「
家
族
」
の
下

に
「
そ
の
他
の
関
係
者
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
労
働
」
を
「
、
労
働
等
」
に
改
め
、
「
犯
罪
等
に
よ
り
」
を
削
り
、

「
消
費
生
活
」
の
下
に
「
、
警
察
等
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二



  
 

三

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
各
種
の
相
談
に
対
し
、
個
々
の
発
達

障
害
者
の
特
性
に
配
慮
し
つ
つ
総
合
的
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、
労
働

等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
相
互
の
有
機
的
連
携
の
下
に
必
要
な
相
談
体
制
の
整
備
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

 

第
四
条
中
「
発
達
障
害
者
の
福
祉
に
つ
い
て
」
を
「
個
々
の
発
達
障
害
の
特
性
そ
の
他
発
達
障
害
に
関
す
る
」
に
、
「
社
会

連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
」
を
「
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
」
に
、
「
が
社
会
経
済
活
動
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
対
し
、
」

を
「
の
自
立
及
び
社
会
参
加
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
三
項
中
「
に
つ
い
て
の
」
を
「
の
保
護
者
に
対
し
、
」
に
改
め
、
「
相
談
」
の
下
に
「
、
情
報
の
提
供
及
び
助
言
」

を
加
え
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
特
別
支
援
学
校
」
の
下
に
「
並
び
に
専
修
学
校
の
高
等
課
程
」
を
、
「
含
む
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
「
そ
の
障
害
の
状
態
に
応
じ
、
」
を
「
、
そ
の
年
齢
及
び
能
力
に
応
じ
、
か
つ
、
そ
の
特
性
を

踏
ま
え
た
」
に
改
め
、
「
た
め
」
の
下
に
「
、
可
能
な
限
り
発
達
障
害
児
が
発
達
障
害
児
で
な
い
児
童
と
共
に
教
育
を
受
け
ら



 

  
 

四

れ
る
よ
う
配
慮
し
つ
つ
」
を
加
え
、
「
、
支
援
体
制
」
を
「
を
行
う
こ
と
、
個
別
の
教
育
支
援
計
画
の
作
成
（
教
育
に
関
す
る

業
務
を
行
う
関
係
機
関
と
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
と
の
連
携
の
下
に

行
う
個
別
の
長
期
的
な
支
援
に
関
す
る
計
画
の
作
成
を
い
う
。
）
及
び
個
別
の
指
導
に
関
す
る
計
画
の
作
成
の
推
進
、
い
じ
め

の
防
止
等
の
た
め
の
対
策
の
推
進
そ
の
他
の
支
援
体
制
」
に
改
め
、
「
整
備
」
の
下
に
「
を
行
う
こ
と
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
中
「
高
等
専
門
学
校
は
、
」
の
下
に
「
個
々
の
」
を
加
え
、
「
障
害
の
状
態
」
を
「
特
性
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
情
報
の
共
有
の
促
進
） 

第
九
条
の
二 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
福
祉
及
び
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う

関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
が
医
療
、
保
健
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
と
連
携
を
図
り
つ
つ

行
う
発
達
障
害
者
の
支
援
に
資
す
る
情
報
の
共
有
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
は
」
を
「
国
及
び
都
道
府
県
は
、
発
達
障
害
者
が
就
労
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
」
に
改
め
、
「
確
保
し
つ
つ
、
」
の
下
に
「
個
々
の
」
を
、
「
の
確
保
」
の
下
に
「
、
就
労
の
定
着
の
た
め
の
支
援
そ
の
他

の
必
要
な
支
援
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 



  
 

五

３ 

事
業
主
は
、
発
達
障
害
者
の
雇
用
に
関
し
、
そ
の
有
す
る
能
力
を
正
当
に
評
価
し
、
適
切
な
雇
用
の
機
会
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
個
々
の
発
達
障
害
者
の
特
性
に
応
じ
た
適
正
な
雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
そ
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条
中
「
対
し
」
の
下
に
「
、
そ
の
性
別
、
年
齢
、
障
害
の
状
態
及
び
生
活
の
実
態
に
応
じ
て
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
権
利
利
益
の
擁
護
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
差
別
さ
れ
る
」
を
「
差
別
さ
れ
、
並
び
に
い
じ
め

及
び
虐
待
を
受
け
る
こ
と
、
消
費
生
活
に
お
け
る
被
害
を
受
け
る
」
に
、
「
権
利
擁
護
」
を
「
そ
の
差
別
の
解
消
、
い
じ
め
の

防
止
等
及
び
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
の
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
、
成
年
後
見
制
度
が
適
切
に
行
わ
れ
又
は
広
く
利
用
さ
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
発
達
障
害
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
司
法
手
続
に
お
け
る
配
慮
） 

第
十
二
条
の
二 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
者
が
、
刑
事
事
件
若
し
く
は
少
年
の
保
護
事
件
に
関
す
る
手
続
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
手
続
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
又
は
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
事
件
、
家
事
事
件
若
し
く
は
行
政
事
件
に
関
す

る
手
続
の
当
事
者
そ
の
他
の
関
係
人
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
発
達
障
害
者
が
そ
の
権
利
を
円
滑
に
行
使
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
個
々
の
発
達
障
害
者
の
特
性
に
応
じ
た
意
思
疎
通
の
手
段
の
確
保
の
た
め
の
配
慮
そ
の
他
の
適
切
な
配
慮
を
す



 

  
 

六

る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
家
族
」
を
「
家
族
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
発
達
障
害
児
の
保
護
者
」
を
「
発
達
障
害
者
の
家
族

そ
の
他
の
関
係
者
」
に
、
「
監
護
」
を
「
対
応
」
に
、
「
等
を
通
じ
て
発
達
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
」
を
「
等
の
」

に
改
め
、
「
家
族
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
関
係
者
」
を
、
「
、
相
談
」
の
下
に
「
、
情
報
の
提
供
」
を
、
「
助
言
」
の
下
に
「
、

発
達
障
害
者
の
家
族
が
互
い
に
支
え
合
う
た
め
の
活
動
の
支
援
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
家
族
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
関
係
者
」
を
、
「
又
は
」
の
下
に
「
情
報
の
提
供
若
し
く
は
」

を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
教
育
」
の
下
に
「
、
労
働
」
を
加
え
、
「
（
次
号
に
お
い
て
「
医
療
等
の
業
務
」
と
い
う
。
）
」

を
削
り
、
「
情
報
提
供
」
を
「
情
報
の
提
供
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
医
療
等
の
」
を
「
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、

労
働
等
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

都
道
府
県
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
、
又
は
自
ら
行
う
に
当
た
っ
て
は
、

地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
発
達
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
が
可
能
な
限
り
そ
の
身
近
な
場
所
に
お
い
て

必
要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
章
中
第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



  
 

七

 
（
発
達
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
） 

第
十
九
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
発
達
障
害
者
の
支
援
の
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
、
発
達
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
、
学
識
経

験
者
そ
の
他
の
関
係
者
並
び
に
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
並

び
に
こ
れ
に
従
事
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
関
係
者
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
発
達
障
害
者
支
援
地
域
協
議

会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
発
達
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
は
、
関
係
者
等
が
相
互
の
連
絡
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
発
達
障
害

者
の
支
援
体
制
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
情
報
を
共
有
し
、
関
係
者
等
の
連
携
の
緊
密
化
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
た
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
十
一
条
中
「
地
方
公
共
団
体
は
、
」
の
下
に
「
個
々
の
発
達
障
害
の
特
性
そ
の
他
」
を
、
「
た
め
」
の
下
に
「
、
学
校
、

地
域
、
家
庭
、
職
域
そ
の
他
の
様
々
な
場
を
通
じ
て
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
三
条
中
「
地
方
公
共
団
体
は
、
」
の
下
に
「
個
々
の
」
を
加
え
、
「
に
対
す
る
支
援
」
を
「
の
特
性
に
応
じ
た
支
援
」

に
改
め
、
「
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
等
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
、
」
を
削
り
、
「
を
確
保
す
る
よ

う
努
め
る
と
と
も
に
、
」
を
「
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、
労
働
等
並
び



 

  
 

八

に
捜
査
及
び
裁
判
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
個
々
の
」
に
、
「
に
対
す
る
理
解
」
を
「
の
特
性
そ
の
他
発
達
障

害
に
関
す
る
理
解
」
に
、
「
研
修
等
」
を
「
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
中
「
国
は
」
の
下
に
「
、
性
別
、
年
齢
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
」
を
、
「
と
も
に
、
」
の
下
に
「
個
々

の
」
を
加
え
、
「
、
発
達
障
害
の
診
断
及
び
治
療
」
を
「
及
び
診
断
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
検
討
） 

２ 

政
府
は
、
疾
病
等
の
分
類
に
関
す
る
国
際
的
動
向
等
を
勘
案
し
、
知
的
発
達
の
遅
滞
の
疑
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
を
営
む

の
に
そ
の
一
部
に
つ
き
援
助
が
必
要
で
、
か
つ
、
社
会
生
活
へ
の
適
応
の
困
難
の
程
度
が
軽
い
者
等
の
実
態
に
つ
い
て
調
査

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
者
の
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
児
童
、
若
者
、
高
齢
者
等
の
福
祉
に
関
す
る

施
策
、
就
労
の
支
援
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
の
関
連
す
る
施
策
の
活
用
を
含
め
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



  
 

九

 
 

 
 
 

理 

由 

 

障
害
者
を
め
ぐ
る
国
内
外
の
動
向
、
発
達
障
害
者
支
援
法
の
施
行
の
状
況
等
に
鑑
み
、
発
達
障
害
者
の
支
援
の
一
層
の
充
実

を
図
る
た
め
、
目
的
に
、
切
れ
目
な
く
支
援
を
行
う
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
こ
と
及
び
障
害
者
基
本
法
の
基

本
的
な
理
念
に
の
っ
と
る
こ
と
並
び
に
全
て
の
国
民
が
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と

個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、発
達
障
害
者
の
定
義
を
見
直
し
、

基
本
理
念
を
定
め
る
ほ
か
、
発
達
障
害
者
の
教
育
、
就
労
、
地
域
に
お
け
る
生
活
等
に
関
す
る
支
援
、
発
達
障
害
者
の
家
族
等

の
支
援
そ
の
他
の
発
達
障
害
者
の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
強
化
し
、
あ
わ
せ
て
、
発
達
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
に
関
す
る
規

定
の
新
設
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 



 

一

 
 

 

発
達
障
害
者
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

新
旧
対
照
表 

○ 
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
） 

抄 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 
 

現 
 

 

行 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
） 

 

第
二
章 

児
童
の
発
達
障
害
の
早
期
発
見
及
び
発
達
障
害
者
の
支
援
の
た
め

の
施
策
（
第
五
条
―
第
十
三
条
） 

 

第
三
章 

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
等
（
第
十
四
条
―
第
十
九
条
の
二
） 

 

第
四
章 

補
則
（
第
二
十
条
―
第
二
十
五
条
） 

 

附
則 

  

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
発
達
障
害
者
の
心
理
機
能
の
適
正
な
発
達
及
び
円
滑

な
社
会
生
活
の
促
進
の
た
め
に
発
達
障
害
の
症
状
の
発
現
後
で
き
る
だ
け
早

期
に
発
達
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
切
れ
目
な
く
発
達
障
害
者
の
支
援
を
行

う
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五

年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
基
本
的
な
理
念
に
の
っ
と
り
、
発
達
障
害
者
が
基

本
的
人
権
を
享
有
す
る
個
人
と
し
て
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
日
常
生
活
又
は

社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
発
達
障
害
を
早
期
に
発
見
し
、
発

達
支
援
を
行
う
こ
と
に
関
す
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
明
ら
か
に

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
） 

 

第
二
章 

児
童
の
発
達
障
害
の
早
期
発
見
及
び
発
達
障
害
者
の
支
援
の
た
め

の
施
策
（
第
五
条
―
第
十
三
条
） 

 

第
三
章 

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
等
（
第
十
四
条
―
第
十
九
条
） 

 

第
四
章 

補
則
（
第
二
十
条
―
第
二
十
五
条
） 

 

附
則 

  

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
発
達
障
害
者
の
心
理
機
能
の
適
正
な
発
達
及
び
円
滑

な
社
会
生
活
の
促
進
の
た
め
に
発
達
障
害
の
症
状
の
発
現
後
で
き
る
だ
け
早

期
に
発
達
支
援
を
行
う
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
発
達

障
害
を
早
期
に
発
見
し
、
発
達
支
援
を
行
う
こ
と
に
関
す
る
国
及
び
地
方
公

共
団
体
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
学
校
教
育
に
お
け
る
発
達
障

害
者
へ
の
支
援
、
発
達
障
害
者
の
就
労
の
支
援
、
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ

ー
の
指
定
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
発
達
障
害
者
の
自
立
及
び
社

会
参
加
に
資
す
る
よ
う
そ
の
生
活
全
般
に
わ
た
る
支
援
を
図
り
、
も
っ
て
そ

（別紙２）



  

二

す
る
と
と
も
に
、
学
校
教
育
に
お
け
る
発
達
障
害
者
へ
の
支
援
、
発
達
障
害

者
の
就
労
の
支
援
、
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
定
等
に
つ
い
て
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
発
達
障
害
者
の
自
立
及
び
社
会
参
加
の
た
め
の
そ
の
生
活

全
般
に
わ
た
る
支
援
を
図
り
、
も
っ
て
全
て
の
国
民
が
、
障
害
の
有
無
に
よ

っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な

が
ら
共
生
す
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
発
達
障
害
者
」
と
は
、
発
達
障
害
が
あ
る
者
で
あ

っ
て
発
達
障
害
及
び
社
会
的
障
壁
に
よ
り
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
制
限

を
受
け
る
も
の
を
い
い
、「
発
達
障
害
児
」
と
は
、
発
達
障
害
者
の
う
ち
十
八

歳
未
満
の
も
の
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
社
会
的
障
壁
」
と
は
、
発
達
障
害
が
あ
る
者
に
と

っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お

け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他
一
切
の
も
の
を
い
う
。 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
発
達
支
援
」
と
は
、
発
達
障
害
者
に
対
し
、
そ
の

心
理
機
能
の
適
正
な
発
達
を
支
援
し
、
及
び
円
滑
な
社
会
生
活
を
促
進
す
る

た
め
行
う
個
々
の
発
達
障
害
者
の
特
性
に
対
応
し
た
医
療
的
、
福
祉
的
及
び

教
育
的
援
助
を
い
う
。 

 

の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

       

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
発
達
障
害
者
」
と
は
、
発
達
障
害
を
有
す
る
た
め

に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
制
限
を
受
け
る
者
を
い
い
、
「
発
達
障
害
児
」

と
は
、
発
達
障
害
者
の
う
ち
十
八
歳
未
満
の
も
の
を
い
う
。 

 

（
新
設
） 

  

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
発
達
支
援
」
と
は
、
発
達
障
害
者
に
対
し
、
そ
の

心
理
機
能
の
適
正
な
発
達
を
支
援
し
、
及
び
円
滑
な
社
会
生
活
を
促
進
す
る

た
め
行
う
発
達
障
害
の
特
性
に
対
応
し
た
医
療
的
、
福
祉
的
及
び
教
育
的
援

助
を
い
う
。 

 



 

三

 
（
基
本
理
念
） 

第
二
条
の
二 

発
達
障
害
者
の
支
援
は
、
全
て
の
発
達
障
害
者
が
社
会
参
加
の

機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
及
び
ど
こ
で
誰
と
生
活
す
る
か
に
つ
い
て
の
選
択

の
機
会
が
確
保
さ
れ
、
地
域
社
会
に
お
い
て
他
の
人
々
と
共
生
す
る
こ
と
を

妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

発
達
障
害
者
の
支
援
は
、
社
会
的
障
壁
の
除
去
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し

て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

発
達
障
害
者
の
支
援
は
、
個
々
の
発
達
障
害
者
の
性
別
、
年
齢
、
障
害
の

状
態
及
び
生
活
の
実
態
に
応
じ
て
、
か
つ
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、

労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
相
互
の
緊
密
な
連

携
の
下
に
、
そ
の
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
、
切
れ
目
な
く
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
者
の
心
理
機
能
の
適
正
な
発

達
及
び
円
滑
な
社
会
生
活
の
促
進
の
た
め
に
発
達
障
害
の
症
状
の
発
現
後
で

き
る
だ
け
早
期
に
発
達
支
援
を
行
う
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
前
条
の
基
本
理
念
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）

に
の
っ
と
り
、
発
達
障
害
の
早
期
発
見
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の

と
す
る
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
発
達
障
害
児
に
対

 

（
新
設
） 

            

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
者
の
心
理
機
能
の
適
正
な
発

達
及
び
円
滑
な
社
会
生
活
の
促
進
の
た
め
に
発
達
障
害
の
症
状
の
発
現
後
で

き
る
だ
け
早
期
に
発
達
支
援
を
行
う
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
発
達
障
害
の
早
期
発
見
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

  

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
児
に
対
し
、
発
達
障
害
の
症
状
の



  

四

し
、
発
達
障
害
の
症
状
の
発
現
後
で
き
る
だ
け
早
期
に
、
そ
の
者
の
状
況
に

応
じ
て
適
切
に
、
就
学
前
の
発
達
支
援
、
学
校
に
お
け
る
発
達
支
援
そ
の
他

の
発
達
支
援
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
発
達
障
害
者
に
対
す
る
就
労
、
地
域

に
お
け
る
生
活
等
に
関
す
る
支
援
及
び
発
達
障
害
者
の
家
族
そ
の
他
の
関
係

者
に
対
す
る
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係

者
か
ら
の
各
種
の
相
談
に
対
し
、
個
々
の
発
達
障
害
者
の
特
性
に
配
慮
し
つ

つ
総
合
的
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
医
療
、
保
健
、
福

祉
、
教
育
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
相
互

の
有
機
的
連
携
の
下
に
必
要
な
相
談
体
制
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

（
略
） 

５ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
者
の
支
援
等
の
施
策
を
講
じ
る
に

当
た
っ
て
は
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
担

当
す
る
部
局
の
相
互
の
緊
密
な
連
携
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
発
達
障
害
者

が
被
害
を
受
け
る
こ
と
等
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
部
局
と
消
費
生
活
、

警
察
等
に
関
す
る
業
務
を
担
当
す
る
部
局
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
必
要
な

協
力
体
制
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
国
民
の
責
務
） 

第
四
条 

国
民
は
、
個
々
の
発
達
障
害
の
特
性
そ
の
他
発
達
障
害
に
関
す
る
理

解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
発
達
障
害
者
の
自
立
及

発
現
後
で
き
る
だ
け
早
期
に
、
そ
の
者
の
状
況
に
応
じ
て
適
切
に
、
就
学
前

の
発
達
支
援
、
学
校
に
お
け
る
発
達
支
援
そ
の
他
の
発
達
支
援
が
行
わ
れ
る

と
と
も
に
、
発
達
障
害
者
に
対
す
る
就
労
、
地
域
に
お
け
る
生
活
等
に
関
す

る
支
援
及
び
発
達
障
害
者
の
家
族
に
対
す
る
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要

な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
設
） 

    

３ 

（
略
） 

４ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
者
の
支
援
等
の
施
策
を
講
じ
る
に

当
た
っ
て
は
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
及
び
労
働
に
関
す
る
業
務
を
担

当
す
る
部
局
の
相
互
の
緊
密
な
連
携
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
等
に
よ

り
発
達
障
害
者
が
被
害
を
受
け
る
こ
と
等
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
部

局
と
消
費
生
活
に
関
す
る
業
務
を
担
当
す
る
部
局
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の

必
要
な
協
力
体
制
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
国
民
の
責
務
） 

第
四
条 

国
民
は
、
発
達
障
害
者
の
福
祉
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、

社
会
連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
、
発
達
障
害
者
が
社
会
経
済
活
動
に
参
加
し
よ



 

五

び
社
会
参
加
に
協
力
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
児
童
の
発
達
障
害
の
早
期
発
見
等
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

市
町
村
は
、
児
童
に
発
達
障
害
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
切
に
支
援

を
行
う
た
め
、
当
該
児
童
の
保
護
者
に
対
し
、
継
続
的
な
相
談
、
情
報
の
提

供
及
び
助
言
を
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
児
童
が

早
期
に
医
学
的
又
は
心
理
学
的
判
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該

児
童
の
保
護
者
に
対
し
、
第
十
四
条
第
一
項
の
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
、

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
確
保
し
た
医
療
機
関
そ
の
他
の
機
関

（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
セ
ン
タ
ー
等
」
と
い
う
。
）
を
紹
介
し
、
又
は
助

言
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

  

（
教
育
） 

第
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
児
（
十
八
歳
以
上
の
発
達
障

害
者
で
あ
っ
て
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
並
び
に
専

修
学
校
の
高
等
課
程
に
在
学
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
、
そ
の
年
齢
及
び
能
力
に
応
じ
、
か
つ
、
そ
の
特
性
を
踏
ま
え
た
十

分
な
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
可
能
な
限
り
発
達
障
害
児
が

う
と
す
る
努
力
に
対
し
、
協
力
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
児
童
の
発
達
障
害
の
早
期
発
見
等
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

市
町
村
は
、
児
童
に
発
達
障
害
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
切
に
支
援

を
行
う
た
め
、
当
該
児
童
に
つ
い
て
の
継
続
的
な
相
談
を
行
う
よ
う
努
め
る

と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
児
童
が
早
期
に
医
学
的
又
は
心
理
学
的
判

定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
児
童
の
保
護
者
に
対
し
、
第
十
四

条
第
一
項
の
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
、
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
が
確
保
し
た
医
療
機
関
そ
の
他
の
機
関
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
セ

ン
タ
ー
等
」
と
い
う
。
）
を
紹
介
し
、
又
は
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

４
・
５ 

（
略
） 

  

（
教
育
） 

第
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
児
（
十
八
歳
以
上
の
発
達
障

害
者
で
あ
っ
て
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
在
学
す

る
者
を
含
む
。
）
が
そ
の
障
害
の
状
態
に
応
じ
、
十
分
な
教
育
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
適
切
な
教
育
的
支
援
、
支
援
体
制
の
整
備
そ
の
他
必
要

な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 



  

六

発
達
障
害
児
で
な
い
児
童
と
共
に
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、

適
切
な
教
育
的
支
援
を
行
う
こ
と
、
個
別
の
教
育
支
援
計
画
の
作
成
（
教
育

に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
と
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
労
働
等
に
関
す

る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
と
の
連
携
の
下
に
行
う
個
別
の
長

期
的
な
支
援
に
関
す
る
計
画
の
作
成
を
い
う
。
）
及
び
個
別
の
指
導
に
関
す
る

計
画
の
作
成
の
推
進
、
い
じ
め
の
防
止
等
の
た
め
の
対
策
の
推
進
そ
の
他
の

支
援
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
は
、
個
々
の
発
達
障
害
者
の
特
性
に
応
じ
、
適

切
な
教
育
上
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
情
報
の
共
有
の
促
進
） 

第
九
条
の
二 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
配
慮
し

つ
つ
、
福
祉
及
び
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
が

医
療
、
保
健
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
と

連
携
を
図
り
つ
つ
行
う
発
達
障
害
者
の
支
援
に
資
す
る
情
報
の
共
有
を
促
進

す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
就
労
の
支
援
） 

第
十
条 

国
及
び
都
道
府
県
は
、
発
達
障
害
者
が
就
労
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
、
発
達
障
害
者
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め
必
要
な
体
制
の
整

        

２ 

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
は
、
発
達
障
害
者
の
障
害
の
状
態
に
応
じ
、
適

切
な
教
育
上
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
新
設
） 

      

（
就
労
の
支
援
） 

第
十
条 

都
道
府
県
は
、
発
達
障
害
者
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め
必
要
な
体
制

の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
公
共
職
業
安
定
所
、
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン



 

七

備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
公
共
職
業
安
定
所
、
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
を
い

う
。
）
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
教
育
委
員

会
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
相
互
の
連
携
を
確
保
し
つ
つ
、
個
々

の
発
達
障
害
者
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
就
労
の
機
会
の
確
保
、
就
労
の
定

着
の
た
め
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
主
は
、
発
達
障
害
者
の
雇
用
に
関
し
、
そ
の
有
す
る
能
力
を
正
当
に

評
価
し
、
適
切
な
雇
用
の
機
会
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
個
々
の
発
達
障
害

者
の
特
性
に
応
じ
た
適
正
な
雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
そ
の
雇
用
の
安

定
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
地
域
で
の
生
活
支
援
） 

第
十
一
条 

市
町
村
は
、
発
達
障
害
者
が
、
そ
の
希
望
に
応
じ
て
、
地
域
に
お

い
て
自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
発
達
障
害

者
に
対
し
、
そ
の
性
別
、
年
齢
、
障
害
の
状
態
及
び
生
活
の
実
態
に
応
じ
て
、

社
会
生
活
へ
の
適
応
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
を
受
け
る
機
会
の
確
保
、
共
同

生
活
を
営
む
べ
き
住
居
そ
の
他
の
地
域
に
お
い
て
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
の

確
保
そ
の
他
必
要
な
支
援
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

タ
ー
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
を

い
う
。
）
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
教
育
委

員
会
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
相
互
の
連
携
を
確
保
し
つ
つ
、
発

達
障
害
者
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
就
労
の
機
会
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

     

（
地
域
で
の
生
活
支
援
） 

第
十
一
条 

市
町
村
は
、
発
達
障
害
者
が
、
そ
の
希
望
に
応
じ
て
、
地
域
に
お

い
て
自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
発
達
障
害

者
に
対
し
、
社
会
生
活
へ
の
適
応
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
を
受
け
る
機
会
の

確
保
、
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
そ
の
他
の
地
域
に
お
い
て
生
活
を
営
む

べ
き
住
居
の
確
保
そ
の
他
必
要
な
支
援
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



  

八

 
（
権
利
利
益
の
擁
護
） 

第
十
二
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
者
が
、
そ
の
発
達
障
害
の

た
め
に
差
別
さ
れ
、
並
び
に
い
じ
め
及
び
虐
待
を
受
け
る
こ
と
、
消
費
生
活

に
お
け
る
被
害
を
受
け
る
こ
と
等
権
利
利
益
を
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
、
そ
の
差
別
の
解
消
、
い
じ
め
の
防
止
等
及
び
虐
待
の
防
止
等

の
た
め
の
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
、
成
年
後
見
制
度
が
適
切
に
行
わ
れ
又
は

広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
発
達
障
害
者
の
権
利
利
益
の

擁
護
の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
司
法
手
続
に
お
け
る
配
慮
） 

第
十
二
条
の
二 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
者
が
、
刑
事
事
件
若

し
く
は
少
年
の
保
護
事
件
に
関
す
る
手
続
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
手
続
の
対

象
と
な
っ
た
場
合
又
は
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
事
件
、
家
事
事
件
若
し
く
は

行
政
事
件
に
関
す
る
手
続
の
当
事
者
そ
の
他
の
関
係
人
と
な
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
発
達
障
害
者
が
そ
の
権
利
を
円
滑
に
行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

個
々
の
発
達
障
害
者
の
特
性
に
応
じ
た
意
思
疎
通
の
手
段
の
確
保
の
た
め
の

配
慮
そ
の
他
の
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
発
達
障
害
者
の
家
族
等
へ
の
支
援
） 

第
十
三
条 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
発
達
障
害
者
の
家
族
そ
の
他
の
関
係

者
が
適
切
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
の
た
め
、
児

 

（
権
利
擁
護
） 

第
十
二
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
者
が
、
そ
の
発
達
障
害
の

た
め
に
差
別
さ
れ
る
こ
と
等
権
利
利
益
を
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
権
利
擁
護
の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

      

（
新
設
） 

        

（
発
達
障
害
者
の
家
族
へ
の
支
援
） 

第
十
三
条 
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
発
達
障
害
児
の
保
護
者
が
適
切
な
監

護
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
通
じ
て
発
達
障
害
者
の
福



 

九

童
相
談
所
等
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
発
達
障
害
者
の
家
族
そ
の
他

の
関
係
者
に
対
し
、
相
談
、
情
報
の
提
供
及
び
助
言
、
発
達
障
害
者
の
家
族

が
互
い
に
支
え
合
う
た
め
の
活
動
の
支
援
そ
の
他
の
支
援
を
適
切
に
行
う
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
等
） 

第
十
四
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の

他
の
政
令
で
定
め
る
法
人
で
あ
っ
て
当
該
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
認
め
て
指
定
し
た
者
（
以
下
「
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
、
又
は
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

発
達
障
害
の
早
期
発
見
、
早
期
の
発
達
支
援
等
に
資
す
る
よ
う
、
発
達

障
害
者
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
専
門
的
に
、
そ
の
相

談
に
応
じ
、
又
は
情
報
の
提
供
若
し
く
は
助
言
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

（
略
） 

 

三 

医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機

関
及
び
民
間
団
体
並
び
に
こ
れ
に
従
事
す
る
者
に
対
し
発
達
障
害
に
つ
い

て
の
情
報
の
提
供
及
び
研
修
を
行
う
こ
と
。 

  

四 

発
達
障
害
に
関
し
て
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、
労
働
等
に
関
す

る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

五 

（
略
） 

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
た
め
、
児
童
相
談
所
等
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
つ

つ
、
発
達
障
害
者
の
家
族
に
対
し
、
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
適
切

に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
等
） 

第
十
四
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の

他
の
政
令
で
定
め
る
法
人
で
あ
っ
て
当
該
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
認
め
て
指
定
し
た
者
（
以
下
「
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
、
又
は
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

発
達
障
害
の
早
期
発
見
、
早
期
の
発
達
支
援
等
に
資
す
る
よ
う
、
発
達

障
害
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
、
専
門
的
に
、
そ
の
相
談
に
応
じ
、
又
は

助
言
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

（
略
） 

 

三 

医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
等
に
関
す
る
業
務
（
次
号
に
お
い
て
「
医

療
等
の
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
並
び
に
こ
れ

に
従
事
す
る
者
に
対
し
発
達
障
害
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
及
び
研
修
を
行

う
こ
と
。 

 

四 
発
達
障
害
に
関
し
て
、
医
療
等
の
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団

体
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

五 

（
略
） 



  

一
〇

２ 

（
略
） 

３ 
都
道
府
県
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

に
行
わ
せ
、
又
は
自
ら
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、

発
達
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
が
可
能
な
限
り
そ
の
身
近
な

場
所
に
お
い
て
必
要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の

と
す
る
。 

  

（
発
達
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
） 

第
十
九
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
発
達
障
害
者
の
支
援
の
体
制
の
整
備
を
図
る

た
め
、
発
達
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
、
学
識
経
験
者
そ
の
他
の
関
係
者
並
び

に
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関

及
び
民
間
団
体
並
び
に
こ
れ
に
従
事
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
関
係
者
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
発
達
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
発
達
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
は
、
関
係
者
等
が
相
互
の
連
絡
を

図
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
発
達
障
害
者
の
支
援
体
制
に
関
す
る
課

題
に
つ
い
て
情
報
を
共
有
し
、
関
係
者
等
の
連
携
の
緊
密
化
を
図
る
と
と
も

に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
も
の
と
す

る
。 

  

（
国
民
に
対
す
る
普
及
及
び
啓
発
） 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

      

（
新
設
） 

            

（
国
民
に
対
す
る
普
及
及
び
啓
発
） 



 

一
一

第
二
十
一
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
個
々
の
発
達
障
害
の
特
性
そ
の
他

発
達
障
害
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
学
校
、
地
域
、
家
庭
、

職
域
そ
の
他
の
様
々
な
場
を
通
じ
て
、
必
要
な
広
報
そ
の
他
の
啓
発
活
動
を

行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
専
門
的
知
識
を
有
す
る
人
材
の
確
保
等
） 

第
二
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
個
々
の
発
達
障
害
者
の
特
性
に
応

じ
た
支
援
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
発
達
障
害
に
関
す
る
専
門
的

知
識
を
有
す
る
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
医
療
、

保
健
、
福
祉
、
教
育
、
労
働
等
並
び
に
捜
査
及
び
裁
判
に
関
す
る
業
務
に
従

事
す
る
者
に
対
し
、
個
々
の
発
達
障
害
の
特
性
そ
の
他
発
達
障
害
に
関
す
る

理
解
を
深
め
、
及
び
専
門
性
を
高
め
る
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の

他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
調
査
研
究
） 

第
二
十
四
条 

国
は
、
性
別
、
年
齢
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
、
発
達
障

害
者
の
実
態
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
個
々
の
発
達
障
害
の
原
因
の
究

明
及
び
診
断
、
発
達
支
援
の
方
法
等
に
関
す
る
必
要
な
調
査
研
究
を
行
う
も

の
と
す
る
。 

 

第
二
十
一
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
に
関
す
る
国
民
の
理
解

を
深
め
る
た
め
、
必
要
な
広
報
そ
の
他
の
啓
発
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

    

（
専
門
的
知
識
を
有
す
る
人
材
の
確
保
等
） 

第
二
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
発
達
障
害
者
に
対
す
る
支
援
を
適

切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
等
に
関
す
る

業
務
に
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
、
発
達
障
害
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有

す
る
人
材
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
発
達
障
害
に
対
す
る
理
解

を
深
め
、
及
び
専
門
性
を
高
め
る
た
め
研
修
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の

と
す
る
。 

   

（
調
査
研
究
） 

第
二
十
四
条 

国
は
、
発
達
障
害
者
の
実
態
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
発

達
障
害
の
原
因
の
究
明
、
発
達
障
害
の
診
断
及
び
治
療
、
発
達
支
援
の
方
法

等
に
関
す
る
必
要
な
調
査
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

 


